
２０２３年度 事業計画 

事業計画の概要 

２０２０年度以降コロナが猛威をふるい、多くの行事が開催できない状況が続いてまいりました。コロナ

が収束できたというわけではありませんが、この５月にコロナが２類から５類に移行される予定が発表され、

ようやくウィズコロナが潮流となりつつあります。慎重にその時々の情勢を判断しながら、皆様の健康と元

気を取り戻していけるような計画を進めていきたいと考えます。 

ひとり親家庭にのしかかる昨今の物価高は許容範囲を超えて日々の生活を圧迫しています。このよう

な社会環境の中、手を取り合い助け合いながら子ども達の未来が少しでも明るくなるよう皆様と一緒に

声をあげていきたいと思います。 

昨年皆様にご報告いたしました「母子生活支援施設しらぎく荘」は札幌市との協議の結果、老朽化は

見過ごせないほどであり、２０２３年度末で休止としたうえで、今後の札幌市全体の母子生活支援施設の

在り方を検討することとなりました。昨年１２月から検討が開始されていますが、是非より良い方向になる

よう引き続き意見や働きかけを行っていきたいと思います。 

また相談事業、就業支援事業などを担うひとり親家庭支援センター業務が５年に一度の指定管理更

新となり、２０２３年度の日常生活支援事業及び学習支援ボランティア事業も引き続き札幌市の委託を

受けることが決定となりました。 

２０２４年度は札母連が７０周年を迎える節目の年となりますが、その年に札幌市で東北・北海道地区

母子寡婦福祉研修大会が行われる予定であります。２０２３年度はそのための準備年であります。さまざ

まな困難がある中ですが、着実な一歩を刻んでいきたいと考えます。 

事業基本方針 

１． 公益法人として事業目的の再確認と事業内容の再構築を図る 

２． 法人の収支構造の明確化と経費節減に努め、財務基盤の安定化を図る 

３． 指定管理業務・その他受託業務において効果的・効率的な業務の遂行に努める 

４． 後継者の人材育成を推し進め、組織力の強化を目指す 

５． 新規会員獲得に向け、あらゆる媒体や関係他団体を通し、なお一層の周知に努める 

事業計画 

Ⅰ【公益目的事業】 

（札幌市内のひとり親家庭等及び寡婦の福祉の増進に寄与する事業） 

１．札幌市ひとり親家庭支援センター事業（札幌市指定管理者） 

（１）札幌市ひとり親家庭支援センターの管理・運営事業 

①広報・啓発 

○センターだより発行    年２回 各８０００部  年１回 １０００部 

○センターリーフレットの作成   年１回  ９０００部 

○ホームページ     http://www.satsuboren.or.jp/hitorioya/ 

http://www.satsuboren.or.jp/hitorioya/


②教養講座の実施 

○手芸講座＆茶話会     ６月 ８日（木） 

○ジェルネイル講座     ９月１４日（木） 

○ディンプルアート講座    １１月１０日（金） 

③交流の場の提供     技能習得室・研修室 

④運営協議会の実施    年１回 

（２）ひとり親家庭等就業支援センター事業 

①就業相談の実施    １２月２９日～１月３日を除く毎日 

②就業促進活動 

③相談員・支援職員等に対する研修の実施 

④就業支援講習会等事業 

○就業支援講習会 

初めてのパソコンワード・エクセル３級＆パワーポイント３級 年１回 

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ)３級 年１回 

調剤薬局事務 年１回 

ワード・エクセル３級 年１回 

介護職員初任者研修 年１回 

ワード・エクセル準２級＆パワーポイント２級 年１回 

簿記３級 年１回 

医療事務 年１回 

介護事務 年１回 

仕事力・マナー技能検定３級 年１回 

ワード・エクセル準２級 年１回 

メンタルヘルスマネジメントⓇⅢ種 年１回 

○就職準備・離転職セミナー 

好印象を与えるメイク講座     ５月２６日（金） ひとり親家庭支援センター 

職業訓練の制度を知る    １０月１２日（木） ひとり親家庭支援センター 

 ⑤託児サービスの実施 

⑥就職情報提供事業 

⑦ひとり親家庭等生活支援事業   法律相談月４回、心療相談月２回 

⑧ひとり親家庭等相談事業 の実施    

 ○一般相談     １２月２９日～１月３日を除く毎日 

○父子家庭専門相談    火・木曜日  １２時～１９時 

              （火・木曜日が祝日の場合 １０時～１７時） 

土曜日   １０時～１７時 

○養育費・面会交流セミナー   １０月１５日（日） ひとり親家庭支援センター 

（３）ひとり親家庭等自立支援プログラム策定事業 

札幌市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱に基づき実施 

２．生活・就業支援事業 

（１）ひとり親家庭等日常生活支援事業（札幌市からの委託事業） 

（２）休日託児事業（ほりでーまむ） 



（３）生活支援サービス事業 

（４）就業支援事業（実務講習会） 

○ワード・エクセル２級講座 ①  １０月２４日（火）・２７日（金） ひとり親家庭支援センター 

○ワード・エクセル２級講座 ②   ３月 ９日（土）・１０日（日） ひとり親家庭支援センター 

３．児童の健全育成事業 

（1）ひとり親家庭ふれあい交流レク    ７月３０日（日） 北大博物館 

（２）ひとり親家庭クリスマス会    １２月１６日（土） 社会福祉総合センター 

（３）冬休み親子手芸講座     １月１４日（日） ひとり親家庭支援センター 

（４）ひとり親家庭学習ボランティア事業   毎週土・日曜日 各区 

（５）入学卒業祝い会       各区 

 

４．奨学金給付事業 

（１）奨学金給付協賛企業等 

①北海道新聞社会福祉振興基金 

②北洋銀行 

③北海道信用金庫ひまわり財団 

④北海道 CGC みどりとこころの基金 

⑤サッポロビール株式会社（夏まつりビアガーデンチケット頒布） 

⑥札幌市母子寡婦福祉連合会 

（２）奨学金選考委員会     ６月  ひとり親家庭支援センター 

（３）奨学金贈呈式      ６月２２日（木） 社会福祉総合センター 

 

５．調査研修事業（組織の充実強化・指導者育成・広報啓発事業） 

（１）区母連会長会       随時 

（２）調査研修部   

（３）広報部 

「札母連だより」発行     年２回 各８５００部 

（４）母子部       

東北・北海道ブロック母子部長会議    ９月 ２日（土） 秋田キャッスルホテル 

（５）各区活動助成 

（６）全国母子寡婦福祉団体協議会理事会・評議員会  随時 

（７）第１０回加盟団体代表者連絡会議     ５月２６日（金） きゅりあん 

（８）東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会打合せ会議  ６月 ８日（木） 秋田キャッスルホテル 

（９）まなトピア研修会        ひとり親家庭支援センター 

（10）札幌市社会福祉大会      ７月 ５日（水） カナモトホール 

（11）札幌市母子寡婦福祉大会     ８月２７日（日） 社会福祉総合センター 

（12）第６７回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会  ９月２日（土）・３日（日） 秋田キャッスルホテル 

（13）令和５年度全国母子寡婦福祉研修大会  １１月１８日（土）・１９日（日） アルカス SASEBO 

（14）札母連研修会      ２月１８日（日） 社会福祉総合センター 
（15）就労促進情報関係者連絡会議並びに全国母子寡婦指導者研修会  

全国母子部長会議     ３月   東京 

（16）ホームページ      http://www.satsuboren.or.jp/ 

http://www.satsuboren.or.jp/


（17）LINE 公式アカウント開設 

６．母子家庭及び寡婦の交流事業 

（１）寡婦交流会（２回）     １０月１日（日）・２日（月） 鶴雅ビュッフェダイニング札幌 

（２）新年のつどい                       １月１９日（金） ロイトン札幌 

 

７．就労対策事業 

（１）清掃・茶碗洗浄・給茶業務委託料 

①札幌市役所 

②札幌市西岡図書館 

③札幌市児童福祉総合センター 

④札幌市社会福祉総合センター 

⑤札幌市東老人福祉センター 

⑥札幌市清田老人福祉センター 

⑦札幌市ひとり親家庭支援センター 

⑧札幌市里塚斎場 

（２）清掃作業従事者研修会の実施 

（３）事業所責任者会議の実施 

 

Ⅱ 【その他の事業（相互扶助等事業）】 

（公益目的事業の促進と安定を図るための物品等の販売事業及び母子生活支援施設・ 

札幌市しらぎく荘の管理運営事業） 

１．母子生活支援施設・札幌市しらぎく荘の管理運営事業 

 

 （１）基本方針  

①母子の意思の尊重 

母と子のそれぞれの個性及び意思を尊重する。 

②母子の自立支援 

母と子が健全な社会性を身につけ、地域社会への適応力を育成できるよう支援に努める。 

また、利用の開始から終了まで一貫した支援を通じ、母と子の主体性を尊重した自立への歩みを支 

える。 

③女性としての母親の自己実現支援 

母親が女性として、主体的かつ積極的に生き方を選択し、適切な自己実現を図れるよう支援に努め 

る。 

④地域における子育て家庭、ひとり親家庭の支援 

子育て機能の低下、いじめや不登校、児童虐待、ひとり親家庭等母子を取り巻く様々な家庭環境か 

ら地域社会のニーズを理解し、施設機能を活用した地域支援の一翼を担うよう努める。 

⑤サービスの質の向上と透明性の確保 

サービスの内容について、社会的な認知を得られるようサービスに関する情報などを集め、内容や評 

価等に関する情報を開示し、公正で公平な施設運営を心掛けるとともに、職員の研鑽と資質向上に 

努める。 

（２）事業計画  

施設を利用する母親と児童が、安心して家庭生活を送られるよう支援する。 



また、健全な家庭生活を築いて早期の自立を実現できるように、次の支援サービスを実施する。 

①家庭生活への支援 

②子育て・教育への支援（児童の健全育成） 

③保育支援 

④余暇活動の支援 

⑤就労への支援 

⑥健康を維持するための支援 

⑦その他一般的な助言・相談支援         

（３）行事計画 

○合同キャンプ                    ８月上旬 

○合同スキー遠足                    １月上旬 

○その他の行事        随  時 

 

２．公益目的事業の促進と安定を図るための物品等の販売事業 

（母子及び寡婦福祉法第２５条に依る売店事業） 

（１）札幌市中央卸売市場売店事業（青果棟売店） 

（２）札幌市里塚斎場売店・喫茶・そばコーナー事業 

（３）飲料自動販売機事業（４０台） 

①コカコーラ 

 中央市場６台、里塚斎場待合棟 1 階、バスセンタービル３階、札幌市カーリング場、 

 市民交流プラザ３階、札幌国際プラザ、札幌市子ども発達支援センター 

②キリンビバレッジ 

 中央市場２台、消防学校１階、里塚斎場待合棟 1 階、STV 北２条ビル５階 

③サントリービバレッジ 

 里塚斎場待合棟 1 階 

④アサヒ・カルピス 

 中央市場、バスセンタービル１号館３階 

⑤PS ビバレッジ 

 里塚斎場待合棟２階、児童福祉総合センター１階、STV 北２条ビル３階、 

大倉山スポーツミュージアム１階、札幌市子ども発達支援センター 

⑥ネオス 

 WEST１９ １階、STV 北２条ビル７階、里塚斎場火葬棟１階 

⑦北海道ベンディング 

中央市場４台、平岸プール１階、平岸プール２階、下水道河川局１階、 

市立札幌病院精神医療センター２階、社会福祉総合センター１階、札幌市子ども発達支援センター 

⑧ジャパンビバレッジ 

 STV 北２条ビル４階 

⑨東北フローズン 

 札幌市子ども発達支援センター 

 



Ⅲ 【その他】  

１．会議 

（１）定期総会    ２０２３年 ５月２４日（水）１８：３０～ 社会福祉総合センター 

（２）臨時総会    ２０２４年 ３月２２日（金）１８：３０～ 社会福祉総合センター 

（３）理事会    随時 

（４）監査    年２回 

（５）三役会    随時 

２．会員向け事業等 

（１）貸付金事業 

○生活資金 

（２）その他本会の目的を達するために必要な事業 

３．ひとり親家庭等職業訓練促進資金貸付事業（札幌市からの委託事業） 

（１）入学準備金 

（２）就職準備金 

（３）住宅支援資金 

 

４．関係機関及び諸団体との連携協力等 

共同募金奉仕活動 

札幌市社会福祉協議会 

さっぽろ青少年女性活動協会 

コープさっぽろ社会福祉基金 

札幌南ロータリークラブ 

札幌ポプラライオンズクラブ 

札幌 IRIS ゾンタクラブ 

札幌ライラックライオンズクラブ 

札幌エルムライオンズクラブ 

札幌市シルバー人材センター 

行政関係機関 


